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介護と介護事業を守り、よくする！

天晴れ介護サービス総合教育研究所（株）

介護福祉士 介護支援専門員

代表取締役 榊原 宏昌

解釈通知含む！
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内容令和６年度介護報酬改定

■１月２２日の答申内容と
３月８日発出の解釈通知案をもとに
要点をまとめました

■正確には厚生労働省の資料を
ご確認下さい

■個人の学習とともに、
法人内研修等でもご活用下さいませ
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講師プロフィール
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◎昭和52年、愛知県生まれ 介護福祉士、介護支援専門員
◎京都大学経済学部卒業後、平成12年、特別養護老人ホームに介護職として勤務
◎社会福祉法人、医療法人にて、生活相談員、グループホーム、居宅ケアマネジャー、

有料老人ホーム、小規模多機能等の管理者、新規開設、法人本部の実務に携わる
◎15年間の現場経験を経て､平成27年4月｢介護現場をよくする研究･活動｣を目的に独立
◎著書、雑誌連載多数。講演、コンサルティングは年間400回を超える
◎ブログ、facebook、毎朝5:55のライブ配信など毎日更新中
◎YouTubeや動画ライブラリーでは500本以上の動画を配信
◎介護と介護事業を守り、よくする教育インフラ「リーダーズ・プログラム（年会費制）」を主催
◎「継続的な学習」を当たり前に。「リーダー」を1人でも多く増やすために、日々活動中
◎4児の父、趣味はクラシック音楽
◎天晴れ介護サービス総合教育研究所 https://www.appare-kaigo.com/ 「天晴れ介護」で検索

■日本福祉大学 社会福祉総合研修センター 兼任講師 ■全国有料老人ホーム協会 研修委員
■稲沢市 地域包括支援センター運営協議会委員 ■HMS介護事業経営コンサルタント
■出版実績：中央法規出版、中央法規出版、ナツメ社、その他10冊以上
■平成20年第21回ＧＥヘルスケア・エッセイ大賞にてアーリー・ヘルス賞を受賞
■榊原宏昌メールアドレス sakakibara1024@gmail.com
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講師プロフィール
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■15年間の現場＋本部での経験

■10年間のコンサルティング経験

■経営から現場まで
要点を分かりやすく！
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小規模多機能型居宅介護
○１（２）④総合マネジメント体制強化加算の見直し★
地域包括ケアと地域共生社会の取組評価（Ⅰ･新）1200単位／現行は（Ⅱ）800単位
○１（５）④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★
未策定＋訓練等､減算1％／1年間経過措置（要指針･計画）／情報公表／基準上は義務
○１（６）①高齢者虐待防止の推進★
指針、委員会、研修、担当者などの措置が講じられていない場合減算1％
○１（６）②身体的拘束等の適正化の推進★
委員会、指針、研修等の措置義務付け／未実施の場合1％減算／1年間経過措置
○１（７）④（看護）小規模多機能居宅介護における認知症対応力の強化
認知症ケア専門的研修修了者の配置や認知症ケアの指導、研修を評価する新たな区分
現行の加算区分は見直し／（Ⅰ･Ⅱ･新）920、890／（Ⅲ･Ⅳ･現行）760、460
○２（３）①科学的介護推進体制加算の見直し★
入力項目の明確化／重複項目見直／データ提出３月に１回／初回データ提出そろえる
○３（１）①介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベー
スアップ等支援加算の一本化★
介護職員等の確保／介護職員の処遇改善を多くの事業所に活用されるよう推進
４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化／１年間の経過措置
・介護へ配分を基本／経験･技能のある職員に重点／職種配分ルールなし／
・一番下の区分の加算額の１／２以上を月額賃金の改善に充てること
・職場環境等要件：（Ⅲ･Ⅳ）区分ごと1つ以上（生産性2つ）／（Ⅰ･Ⅱ）区分ごと
2つ以上（生産性3つ・⑰ガイドラインに沿った取組or⑱業務の見える化は必須）
※小規模事業者は㉔協働化の項目を満たしていれば生産性の項目はOK 50
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令和6年度改定
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⒂ 総合マネジメント体制強化加算について
① 総合マネジメント体制強化加算は、指定小規模多機能型居宅介護事業所に

おいて、登録者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域住⺠と
の交流や地域活動への参加を図りつつ、登録者の心身の状況、希望及びそ
の置かれている環境を踏まえて「通い・訪問・宿泊」を柔軟に組み合わせ
て提供するために、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他
の関係者が日常的に行う調整や情報共有、多様な関係機関や地域住⺠等と
の調整や地域住⺠等との交流等の取組、また、小規模多機能型居宅介護が、
地域包括ケアの担い手として、地域に開かれた拠点となり、サービスの質
の向上を図りつつ、認知症対応を含む様々な機能を発揮し、地域の多様な
主体とともに利用者を支える仕組みづくりを促進するため、地域包括ケア
の推進と地域共生社会の実現に資する取組を評価するものである。

② 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)は、次に掲げるいずれにも該当する場
合に算定する。

※ア、イは現行どおり（ただし、イの「 登録者の家族や登録者と関わる地域
住⺠等からの利用者に関する相談への対応」が独立した項目へ）

小規模多機能 総合マネジメント体制強化加算
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ウ 利用者及び利用者と関わりのある地域住⺠や商店等からの日頃からの相談
体制を構築し、事業所内外の人（主に独居、認知症の人とその家族）に
とって身近な拠点となるよう、事業所が主体となって、地域の相談窓口と
しての役割を担っていること。

エ 居宅サービス計画について、必要に応じて多様な主体により提供される登
録者の生活全般を支援するサービスが包括的に提供されるような計画を作
成していること。なお、多様な主体により提供される利用者の日常生活全
般を支援するサービスとは、介護給付費等対象サービス（介護保険法第
24 条第２項に規定する介護給付費等対象サービスをいう。）以外の保健
医療サービス⼜は福祉サービス、当該地域の住⺠による⾃発的な活動によ
るサーヒス等のことをいう。

小規模多機能 総合マネジメント体制強化加算
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オ 次に掲げるいずれかに該当すること
・ 地域住⺠等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に

応じた支援を行っていること。なお、地域資源を効果的に活用し、利用者
の状態に応じた支援を行うための取組とは、例えば、利用者となじみの関
係にある地域住⺠・商店等の多様な主体との関わり、利用者の地域におけ
る役割、生きがいなどを可視化したものを作成し、事業所の従業者で共有
していることをいう。

・ 障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、指定小規模多機能型
居宅介護事業所において、世代間の交流の場を設けている（障害福祉サー
ビス事業所、児童福祉施設等の指定を併せて受け、一体的に運営が行われ
ている場合を含む。）こと。

・ 指定小規模多機能型居宅介護事業所が、地域住⺠等、当該事業所以外の他
の指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者等と共同で、
認知症や介護に関する事例検討会、研修会等を定期的に行うこと。

・ 市町村が実施する通いの場、在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事
業等において、介護予防に資する取組、指定小規模多機能型居宅介護事業
所以外のサービス事業所⼜は医療機関との連携等を行っていること。

小規模多機能 総合マネジメント体制強化加算
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⑾ 業務継続計画未策定減算について
業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第 30 条の２

第１項（指定居宅サービス等基準第 39 条の３において準用する場合を含
む。）に規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準
を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基準を
満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員につ
いて、所定単位数から減算することとする。

なお、経過措置として、令和７年３月 31 日までの間、当該減算は適用しな
いが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成すること。

第三十条の二 指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の
提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続
計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

２ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び
訓練を定期的に実施しなければならない。

３ 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う
ものとする。

業務継続計画未策定減算
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⑽ 高齢者虐待防止措置未実施減算について
高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発

生した場合ではなく、指定居宅サービス基準第 37 条の２（指定居宅サー
ビス等基準第 39 条の３において準用する場合を含む。）に規定する措置
を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算すること
となる。

具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催
していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待
防止のための年１回以上の研修を実施していない⼜は高齢者虐待防止措置
を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合、速やか
に改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改
善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じ
た月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員につい
て所定単位数から減算することとする。

虐待防止措置未実施減算
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構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当
する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが必要で
ある。

なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当
(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支え
ない。

ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事
業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂行
する上で支障がないと考えられる者を選任すること。

(※)身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望まい。）、
感染対策担当者（看護師が望ましい。） 、事故の発生⼜はその再発を防
止するための措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生⼜はその
再発を防止するための措置を適切に実施するための担当者

委員会、担当者について

57



Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

⑶ 身体拘束廃止未実施減算について
身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体的拘束等が行われ

ていた場合ではなく、指定地域密着型サービス基準第 73 条第６項の記録
（同条第５項に規定する身体的拘束等を行う場合の記録）を行っていない
場合及び同条第７項に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員に
ついて所定単位数から減算することとなる。

具体的には、記録を行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検
討する委員会を３月に１回以上開催していない、身体的拘束等の適正化の
ための指針を整備していない⼜は身体的拘束等の適正化のための定期的な
研修を実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村⻑に
提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市
町村⻑に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた
月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することと
する。

身体拘束廃止未実施減算
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⑽ 認知症加算について
③ 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業

の実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につい
て」に規定する「認知症介護実践リーダー研修」及び認知症看護に係る適
切な研修を指すものとする。

④ 「認知症ケアに関する留意事項の伝達⼜は技術的指導に係る会議」の実施
に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグ
ループ別に分かれて開催することで差し支えない。また、「認知症ケアに
関する留意事項の伝達⼜は技術的指導に係る会議」は、テレビ電話装置等
を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会・
厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた
めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガ
イドライン」等を遵守すること。

⑤ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養
成事業の実施について」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営に
ついて」に規定する「認知症介護指導者養成研修」及び認知症看護に係る
適切な研修を指すものとする。

小規模多機能 認知症加算
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⒀ 看取り連携体制加算について
①〜⑩ （略）
⑪ 看取り期の利用者に対するサービス提供にあたっては、厚生労働省「人生

の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等
を参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよ
う、多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めるこ
と。

小規模多機能 看取り連携体制加算
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科学的介護推進体制加算
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第１ 科学的介護情報システム（LIFE）について
令和３年度より、介護施設・事業所が、介護サービス利用者の状態や行って

いるケアの計画・内容等を提出し、入力内容が集計され、当該施設等に
フィードバックされる仕組みとして「科学的介護情報システム（Long-
term care Information system ForEvidence）」（以下「LIFE」とい
う。）の運用を開始した。令和６年度改定においては、これまでの取組の
中で指摘されてきた入力負担等の課題に対応し、さらに科学的介護の取組
を推進する観点から入力項目の見直し等を行うこととした。

LIFE の利用申請手続等については、「令和６年度介護報酬改定を踏まえた
科学的介護情報システム（LIFE）の対応について（仮称）」(令和６年３
月 15 日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)を、データ提出に当たって、
各項目の評価方法等については、「ケアの質の向上に向けた LIFE 利活用
の手引き 令和６年度改定版（仮称）」（令和６年３月中に公開予定。）
を参照されたい。ＵＲＬ：
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html 
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第２ LIFE への情報提出頻度及び提出情報について
LIFE へ提出された情報については、利用者⼜は入所者（以下、「利用者

等」という。）単位若しくは事業所・施設単位で分析され、フィードバッ
クされる。そのため、LIFE へのデータ提出が要件となっている加算にお
いて提出する情報は、フィードバックに活用する観点から、様式の各項目
うち、記入者名や⾃由記載の箇所等については提出を求めないこととした。
また、生年月日等の原則更新がない利用者の基本情報についても利用者情
報登録の内容からデータ連携される。その他、各加算において提出する情
報については、以下を参照されたい。

また、令和６年度改定においては、入力負担軽減や利便性向上の観点から、
LIFE システムを更改し、令和６年７月末頃に新システムを運用開始する
予定である。令和６年度改定に対応した介護記録ソフトを導入するために
時間を要する等の事情のある場合は、以下の規定にかかわらず、令和６年
４月〜７月サービス提供分の情報の提出については、令和６年 10 月 10 
日までに提出することを可能とする。なお、やむを得ない事情がなく、提
出すべき情報を令和６年 10 月 10 日までに提出していない場合、算定し
た当該加算については、遡り過誤請求を行うこと。

科学的介護推進体制加算
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１ 科学的介護推進体制加算
（１）LIFE への情報提出頻度について

利用者等ごとに、アからエまでに定める月の翌月 10 日までに提出すること。
なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場
合、直ちに訪問通所サービス通知第１の５の届出を提出しなければならず、
事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月まで
の間について、利用者等全員について本加算を算定できないこと（例えば、
４月の情報を５月 10 日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出
が必要であり、４月サービス提供分から算定ができないこととなる。）。

ア 本加算の算定を開始しようとする月においてサービスを利用している利用
者等（以下「既利用者等」という。）については、当該算定を開始しよう
とする月

イ 本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始し
た利用者等（以下「新規利用者等」という。）については、当該サービス
の利用を開始した日の属する月（以下、「利用開始月」という。）

ウ ア⼜はイの月のほか、少なくとも３月ごとエ サービスの利用を終了する
日の属する月

ただし、イの場合であって、月末よりサービスを利用開始した利用者等に係
る情報を収集する時間が十分確保できない等のやむを得ない場合について
は、利用開始月の翌々月の 10 日までに提出することとしても差し支えな
い。その場合、当該利用者等に限り、利用開始月のサービス提供分は算定
できない。
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（２）LIFE への提出情報について
通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおいて科学的介護推進体

制加算を算定する場合⼜は施設サービスにおいて科学的介護推進体制加算
（Ⅰ）を算定する場合は、事業所⼜は施設の全ての利用者等について、別
紙様式１（科学的介護推進に関する評価（通所・居住サービス））⼜は別
紙様式２（科学的介護推進に関する評価（施設サービス））にある「基本
情報」、「総論」、「口腔・栄養」及び「認知症（別紙様式３も含
む。）」の任意項目を除く情報を、やむを得ない場合を除き提出すること。

施設サービスにおいて科学的介護推進体制加算（Ⅱ）を算定する場合は、上
記に加えて「総論」の診断名・服薬情報ついても提出すること。

上記以外の項目（「認知症」や「その他」の任意項目等）についても、必要
に応じて提出することが望ましいこと。

また、提出情報は、利用者ごとに、以下の時点における情報とすること。
・（１）アに係る提出情報は、当該算定開始時における情報
・（１）イに係る提出情報は、当該サービスの利用開始時における情報
・（１）ウに係る提出情報は、前回提出時以降の評価時点の情報
・（１）エに係る提出情報は、当該サービスの利用終了時における情報
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小規模多機能型居宅介護

73

○３（２）①テレワークの取扱い★
個人情報の管理／利用者の処遇に支障ない／職種や業務ごとに具体的な考え方
○３（２）②利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す
る方策を検討するための委員会の設置の義務付け★
委員会の設置義務付け／３年間の経過措置
○３（２）③介護ロボットやICT 等のテクノロジーの活用促進★
生産性向上推進体制加算（Ⅰ・新）100単位／月、（Ⅱ）10単位／月
（Ⅱ）見守り機器等（見守り機器／インカム等／記録ICT 機器）を１つ以上／生産性
向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善／一定期間ごとに効果を示すデータ提供
（Ⅰ）見守り機器等のテクノロジーを複数導入（上記3つは全て、全居室・全介護職
員）／適切な役割分担（介護助手等）の取組／Ⅱの要件
○３（２）⑧外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し★
現行のN1・N2に加え、新たな要件で６月未満人員配置基準へ算入／
事業者が日本語能力、指導の実施状況、管理者や指導職員等の意見等を勘案／
経験職員とチームケア／ 安全対策担当者指針、研修
○３（３）⑫（看護）小規模多機能型居宅介護における管理者の配置基準の見直し★
他の事業所の管理者及び従事者との兼務可能なサービス類型を限定しない
○５②特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者
へのサービス提供加算の対象地域の明確化★
○５③特別地域加算の対象地域の見直し★
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39 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す
る方策を検討するための委員会の開催

指定介護老人福祉施設基準第 35 条の３は、介護現場の生産性向上の取組を
促進する観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所
の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しな
がら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利
用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する
方策を検討するための委員会の設置及び開催について規定したものであ
る。なお、本条の適用に当たっては、令和６年改正省令附則第４条にお
いて、３年間の経過措置を設けており、令和９年３月 31 日までの間は、
努力義務とされている。

本委員会は、生産性向上の取組を促進する観点から、管理者やケア等を行
う職種を含む幅広い職種により構成することが望ましく、各事業所の状
況に応じ、必要な構成メンバーを検討すること。なお、生産性向上の取
組に関する外部の専門家を活用することも差し支えないものであること。

生産性向上委員会
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また、本委員会は、定期的に開催することが必要であるが、開催する頻度
については、本委員会の開催が形骸化することがないよう留意した上で、
各事業所の状況を踏まえ、適切な開催頻度を決めることが望ましい。

あわせて、本委員会の開催に当たっては、厚生労働省老健局高齢者支援課
「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」等を参
考に取組を進めることが望ましい。

また、本委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとし、
この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者にお
ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療
情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。

生産性向上委員会
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なお、事務負担軽減の観点等から、本委員会は、他に事業運営に関する会
議（事故発生の防止のための委員会等）を開催している場合、これと一
体的に設置・運営することとして差し支えない。本委員会は事業所毎に
実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により
行うことも差し支えない。

また、委員会の名称について、法令では「利用者の安全並びに介護サービ
スの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員
会」と規定されたところであるが、他方、従来から生産性向上の取組を
進めている事業所においては、法令とは異なる名称の生産性向上の取組
を進めるための委員会を設置し、開催している場合もあるところ、利用
者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方
策が適切に検討される限りにおいては、法令とは異なる委員会の名称を
用いても差し支えない。

生産性向上委員会

76

Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

生産性向上推進体制加算

77



Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

(28)苦情処理
① 居宅基準第 36 条第１項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談

窓口、苦情処理の体制及び手順等当該事業所における苦情を処理するた
めに講ずる措置の概要について明らかにし、利用申込者⼜はその家族に
サービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併
せて記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載す
ること等である。なお、ウェブサイトへの掲載に関する取扱いは、第３
の一の３の(24)の①に準ずるものとする。

苦情処理
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⑭ モニタリングの実施（第 14 号）
介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、居宅サービス計画の作成

後においても、利用者及びその家族、主治の医師、指定居宅サービス事
業者等との連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サービス事業者
等の担当者との連携により、モニタリングが行われている場合において
も、特段の事情のない限り、少なくとも１月に１回は利用者と面接を行
い、かつ、少なくとも１月に１回はモニタリングの結果を記録すること
が必要である。また、面接は、原則、利用者の居宅を訪問することによ
り行うこととする。

ただし、基準第 13 条第 14 号ロ⑴及び⑵の要件を満たしている場合であっ
て、少なくとも２月に１回利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利
用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話装置等を活用して面
接を行うことができる。なお、テレビ電話装置等を活用して面接を行う
場合においても、利用者の状況に変化が認められた場合等においては、
居宅を訪問することによる面接に切り替えることが適当である。また、
テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働
省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ
イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド
ライン」等を遵守すること。

居宅介護支援 モニタリング
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テレビ電話装置等を活用して面接を行うに当たっては、以下のイからホに
掲げる事項について留意する必要がある。

イ 文書により利用者の同意を得る必要があり、その際には、利用者に対し、
テレビ電話装置等による面接のメリット及びデメリットを含め、具体的
な実施方法（居宅への訪問は２月に１回であること等）を懇切丁寧に説
明することが重要である。なお、利用者の認知機能が低下している場合
など、同意を得ることが困難と考えられる利用者については、後述のロ
の要件の観点からも、テレビ電話装置等を活用した面接の対象者として
想定されない。

ロ 利用者の心身の状況が安定していることを確認するに当たっては、主治
の医師等による医学的な観点からの意見や、以下に例示する事項等も踏
まえて、サービス担当者会議等において総合的に判断することが必要で
ある。

・ 介護者の状況の変化が無いこと。
・ 住環境に変化が無いこと（住宅改修による手すり設置やトイレの改修等

を含む）
・ サービス（保険外サービスも含む）の利用状況に変更が無いこと

居宅介護支援 モニタリング
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ハ テレビ電話装置等を活用して面接を行うに当たっては、利用者がテレビ
電話装置等を介して、利用者の居宅において対面で面接を行う場合と同
程度の応対ができる必要がある。なお、テレビ電話装置等の操作につい
ては、必ずしも利用者⾃身で行う必要はなく、家族等の介助者が操作を
行うことは差し支えない。

ニ テレビ電話装置等を活用して面接を行う場合、画面越しでは確認できな
い利用者の健康状態や住環境等の情報については、サービス事業所の担
当者からの情報提供により補完する必要がある。この点について、サー
ビス事業所の担当者の同意を得るとともに、サービス事業所の担当者の
過度な負担とならないよう、情報収集を依頼する項目や情報量について
は留意が必要である。

なお、サービス事業所の担当者に情報収集を依頼するに当たっては、別途
通知する「情報連携シート」を参考にされたい。※未発出

ホ 主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得る方法としては、サービ
ス担当者会議のほか、利用者の通院や訪問診療への立会時における主治
の医師への意見照会や、サービス事業所の担当者との日頃の連絡調整の
際の意見照会も想定されるが、いずれの場合においても、合意に至るま
での過程を記録しておくことが必要である。

居宅介護支援 モニタリング
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居宅介護支援等における入院時情報連携加算、退院・退所加算及びモニタリ
ングに係る様式例の提示について

標記について、今般下記のとおり定めたので御了知の上、管内市町村、関係
団体、関係機関等にその周知徹底を図ると共に、その運用に遺漏のないよ
うにされたい。

なお、当該様式は当該加算の算定を担保するための標準様式例として提示す
るものであり、当該様式以外の様式等の使用を拘束する趣旨のものではな
い旨、念のため申し添える。

記

・入院時情報連携加算に係る様式例（別紙１）
・退院・退所加算に係る様式例（別紙２）
・モニタリングに係る情報連携シート（別紙３）

居宅介護支援 モニタリング

82

Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

さらに、対象福祉用具（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準（平成 11 年厚生省令第 37 号）第 199 条第２号に定める対象
福祉用具をいう。以下同じ。）を居宅サービス計画に位置づける場合には、
福祉用具の適時適切な利用及び利用者の安全を確保する観点から、基準第
13 条第５号の規定に基づき、福祉用具貸与⼜は特定福祉用具販売のいず
れかを利用者が選択できることや、それぞれのメリット及びデメリット等、
利用者の選択に資するよう、必要な情報を提供しなければならない。

なお、対象福祉用具の提案を行う際、利用者の心身の状況の確認に当たって
は、利用者へのアセスメントの結果に加え、医師やリハビリテーション専
門職等からの意見聴取、退院・退所前カンファレンス⼜はサービス担当者
会議等の結果を踏まえることとし、医師の所見を取得する具体的な方法は、
主治医意見書による方法のほか、診療情報提供書⼜は医師から所見を聴取
する方法が考えられる。

なお、福祉用具貸与については、居宅サービス計画作成後必要に応じて随時
サービス担当者会議を開催して、利用者が継続して福祉用具貸与を受ける
必要性について専門的意見を聴取するとともに検証し、継続して福祉用具
貸与を受ける必要がある場合には、その理由を再び居宅サービス計画に記
載しなければならない。なお、対象福祉用具の場合については、福祉用具
専門相談員によるモニタリングの結果も踏まえること。

居宅介護支援と福祉用具
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■３ケアプランの軽微な変更の内容について（ケアプランの作成）
対象福祉用具の福祉用具貸与から特定福祉用具販売への変更

指定福祉用具貸与の提供を受けている対象福祉用具（指定居宅サービス等
の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）
第199条第２号に定める対象福祉用具をいう。）をそのまま特定福祉用具
販売へ変更する場合に、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考
えられる。

なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、
変更する内容が同基準第13条第３号（継続的かつ計画的な指定居宅サー
ビス等の利用）から第12号（担当者に対する個別サービス計画の提出依
頼）までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって
軽微か否かを判断すべきものである。
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■４ ケアプランの軽微な変更の内容について（サービス担当者会議）
「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱い

「利用者の状態に大きな変化が見られない」の取扱いについては、まずは
モニタリングを踏まえ、サービス事業者間（担当者間）の合意が前提で
ある。

その上で具体的には、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目
の提示について」（平成11年11月12日老企第29号）の「課題分析標準項
目（別添）」等のうち、例えば、

・「健康状態及び心身の状況（身⻑、体重、BMI、血圧、既往歴、主傷病、症状、痛みの有無、
褥そうの有無等）、受診に関する状況（かかりつけ医・かかりつけ⻭科医の有無、その他
の受診先、受診頻度、受診方法、受診時の同行者の有無等）、服薬に関する状況（かかり
つけ薬局・かかりつけ薬剤師の有無、処方薬の有無、服薬している薬の種類、服薬の実施
状況等）、⾃身の健康に対する理解や意識の状況」

・ 「ＡＤＬ（寝返り、起き上がり、座位保持、立位保持、立ち上がり、移乗、移動方法（杖
や車椅子の利用有無等を含む）、歩行、階段昇降、食事、整容、更衣、入浴、トイレ動作
等）」
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・「ＩＡDL（調理、掃除、洗濯、買物、服薬管理、金銭管理、電話、交通機関の利用、車の
運転等）」

・ 日常の意思決定を行うための認知機能の程度、判断能力の状況、認知症と診断されている
場合の中核症状及び行動・心理症状の状況（症状が見られる頻度や状況、背景になりうる
要因等）」

・ コミュニケーションの理解の状況、コミュニケーションの表出の状況（視覚、聴覚等の能
力、言語・非言語における意思疎通）、コミュニケーション機器・方法等（対面以外のコ
ミュニケーションツール（電話、PC、スマートフォン）も含む）」

・「１日及び１週間の生活リズム・過ごし方、日常的な活動の程度（活動の内容・時間、活動
量等）、休息・睡眠の状況（リズム、睡眠の状況（中途覚醒、昼夜逆転等）等）」

・「排泄の場所・方法、尿・便意の有無、失禁の状況等、後始末の状況等、排泄リズム（日
中・夜間の頻度、タイミング等）、排泄内容（便秘や下痢の有無等）」

・「入浴や整容の状況、皮膚や爪の状況（皮膚や爪の清潔状況、皮膚や爪の異常の有無等）、
寝具や衣類の状況（汚れの有無、交換頻度等）」

・「⻭の状態（⻭の本数、⽋損している⻭の有無等）、義⻭の状況（義⻭の有無、汚れ・破損
の有無等）、かみ合わせの状態、口腔内の状態（⻭の汚れ、⾆苔・口臭の有無、口腔乾燥
の程度、腫れ・出血の有無等）、口腔ケアの状況」

・「食事摂取の状況（食形態、食事回数、食事の内容、食事量、栄養状態、水分量、食事の準
備をする人等）、摂食嚥下機能の状態、必要な食事の量（栄養、水分量等）、食事制限の
有無」

・「行動・心理症状（ＢＰＳＤ）（妄想、誤認、幻覚、抑うつ、不眠、不安、攻撃的行動、不
穏、焦燥、性的脱抑制、収集癖、叫声、泣き叫ぶ、無気力等）」

等を総合的に勘案し、判断すべきものである。
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■1月22日答申！3月8日解釈通知発出！
■サービスごとの速報LIVE＆アーカイブ動画
■経営者・管理者向けのグルコン、セミナーも！
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サービス別解説！！
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動画リリースFacebookライブ時間日にち

11日以降居宅介護支援21:00～3月10日

小規模多機能21:30～

12日以降通所介護21:00～3月11日

通所リハビリテーション21:30～

15日以降特養21:00～3月14日

老健21:30～

18日以降特定施設21:00～3月17日

グループホーム21:30～

25日以降訪問介護21:00～3月22日

訪問看護21:30～

看護小規模多機能22:00～

※他のサービス、特定の分野については動画配信でお送りします
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